
Ⅰ　はじめに

Ⅱ　判例の概要及び検討課題

　1　本件事案に関する一連の判決

　2　一連の判決の到達点

　3　検討課題

Ⅲ　若干の検討

　1　┴瑕疵Бの有無に関する判断

　2　┴建物としての基本的な安全性を損なうБこと

Ⅳ　むすびに代えて

Ⅰ　はじめに

　建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵により，生命，身体または財産

を侵害された建物利用者や隣人，通行人等に対して，当該建物の設計者，施

工者または工事監理者は，不法行為に基づく損害賠償責任を負う。

　この趣旨を明らかにした最判平成 17 年 7 月 6 日民集 61 巻 5 号 1769 頁は，

最高裁として新規かつ重要な見解を示したという意義を持つだけでなく，当

該事案としても，この最高裁判決が原審に差し戻された後，この第 1次差戻

審判決がさらに上告され，この第 2次上告審判決が再び原審に差し戻されて

第 2次差戻審判決が出されるに至ったという経緯を持つ。このことは，同判

決の判例準則に分析・検討の必要性があることを示すとともに，その事例的

判断においても，今後の同種事案の解決に当たって有益な内容が含まれてい
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ることを示唆するものと考えられる。

　この小稿は，こうした視点に立ち，上記最高裁判決を起点として，その後

の差戻審及び上告審判決の内容を整理し，そこから法的・実務的な検討課題

を抽出した上で，今後の同種事案の解決に向けた一定の方向性を示そうとす

るものである。

　なお，上記最高裁判決及びその後の差戻審及び上告審判決をめぐっては，

すでにきわめて多数の評釈・批評等が現れ，各判示内容の整理及び分析が行

われている。この小稿では，紙幅の関係もあり，これらの判決内容を，順

次，改めて整理するのでなく，一連の判決の到達点を確認した上で，検討課

題の抽出と分析・検討を行うこととする。

Ⅱ　判例の概要及び検討課題

1　本件事案に関する一連の判決

　本件事案のあらましは，以下のとおりである。

　Aが自己所有地上に本件建物を建築する請負契約をY2との間で締結し，

その設計及び工事監理をY1に委託した（以下，Y1と Y2 を併せてАYらБと

いう。）。本件建物の完成後，X1及びX2（以下АXらБという。）は，Aから本

件土地及び建物を買い受け，引渡しを受けたが，本件建物には，廊下，床，

壁のひび割れ，はりの傾斜，鉄筋量の不足，バルコニーの手すりのぐらつ

き，配水管の亀裂やすき間等の瑕疵があることが判明した。そのため，X

らは，Y1に対しては不法行為に基づく損害賠償を，Y2に対しては瑕疵担

保責任に基づく瑕疵修補費用の支払若しくは損害賠償，または不法行為に基

づく損害賠償を，それぞれ請求した。

　一審判決（大分地判平成 15 年 2 月 24 日民集 61 巻 5 号 1775 頁）は，Xらの請

求を一部認容したが，二審判決（福岡高判平成 16 年 12 月 16 日判例タイムズ
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1180 号 209 頁等）は，不法行為責任の成立を否定した。Xらから上告及び上

告受理申立てがされたところ，最高裁（最判平成 17 年 7 月 6 日民集 61 巻 5 号

1769 頁)(1)（以下，この判決をА第 1次上告審判決Бという。）は，YらがXらに

対して不法行為責任を負う余地があるとし，本件を原審に差し戻した。その

差戻審である福岡高判平成 21 年 2 月 6 日判例タイムズ 1313 号 205 頁等(2)

（以下，この判決をА第 1次差戻審判決Бという。）は，再度，上告されて最判平

成 23 年 7 月 6 日判例タイムズ 1357 号 81 頁等(3)（以下，この判決をА第 2次上

告審判決Бという。）が現れたが，この第 2次上告審も破棄差戻判決であって，

その差戻後の福岡高判平成 24 年 1 月 10 日判例タイムズ 1387 号 238 頁等(4)

(1) この最高裁判決の担当調査官による解説として，高橋譲・ジュリスト 1379 号
102 頁，同・法曹時報 62 巻 5 号 215 頁，同・最高裁判所判例解説民事篇平成
19 年度 499 頁がある。そのほか，本判決の評釈等として，以下のものがある。
鎌野邦樹・NBL 875 号 4 頁，塩崎勤・民事法情報 258 号 78 頁，平野裕之・民
商法雑誌 137 巻 4=5 号 438 頁，高橋寿一・金融・商事判例 1291 号 2 頁，山口
成樹・判例時報 2002 号 185 頁，大西邦弘・広島法学 32 巻 1 号 87 頁，花立文
子・国学院法学 46 巻 2 号 1 頁，同・私法判例リマークス 37 号 48 頁，荻野奈
緒・同志社法学 60 巻 5 号 443 頁，円谷峻・平成 19 年度重要判例解説 89 頁，
橋本佳幸・民法判例百選Ⅱ債権（第 6版）160 頁，秋山靖浩・法学セミナー
637 号 42 頁，幸田雅弘・法学セミナー 638 号 18 頁，畑中久彌・福岡大学法学
論叢 53 巻 4 号 463 頁，田口文夫・専修法学論集 106 号 293 頁，仮屋篤子・速
報判例解説 4号 73 頁，大門宏一郎・平成 21 年度主要民事判例解説 118 頁，松
本克美・立命館法学 337 号 173 頁，吉岡和弘・消費者法判例百選 154 頁，池田
好英・判例タイムズ 1390 号 71 頁，山本周平・民法判例百選Ⅱ債権（第 7版）
166 頁，同・民法判例百選Ⅱ債権（第 8版）172 頁，加藤新太郎・NBL 1135
号 105 頁など。

(2) この判決の評釈等として，以下のものがある。荻野奈緒・同志社法学 337 号
175 頁，笠井修・判例時報 2072 号 192 頁，加藤新太郎・NBL 1135 号 105 頁な
ど。

(3) この判決の評釈等として，以下のものがある。松本克美・立命館法学 337 号
173 頁，同・法律時報 84 巻 6 号 114 頁，松浦聖子・法学セミナー 687 号 158
頁，野澤正充・平成 23 年度重要判例解説 84 頁，石橋秀起・新・判例解説
Watch 65 頁，米村滋人・民商法雑誌 146 号 1 号 115 頁，田高寛貴・登記情報
52 巻 8 号 101 頁，坂本武憲・私法判例リマークス 45 号 38 頁，円谷峻・法の
支配 167 号 58 頁，加藤新太郎・NBL 1135 号 105 頁など。

(4) この判決の評釈等として，以下のものがある。丸山昌一・NBL 991 号 95 頁，
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（以下，この判決をА第 2次差戻審判決Бという。）が示されるに至っている。こ

の第 2次差戻審判決は，建物としての基本的安全性を損なうとXらが主張

した 28 件の瑕疵ЁXらが第 2次差戻審において新たに主張したものを含む

Ёのうち，7件についてこれを肯定し，そのうち 5件についてはYらの不

法行為責任を，2件についてはY1のみの不法行為責任を認めた。

2　一連の判決の到達点

　(1)　第 1次上告審判決が明らかにし，その後における一連の判決の基礎

となった考え方は，以下のとおりである。

　┴建物は，そこに居住する者，そこで働く者，そこを訪問する者等の様々

な者によって利用されるとともに，当該建物の周辺には他の建物や道路等が

存在しているから，建物は，これらの建物利用者や隣人，通行人等（以下，

併せてА居住者等Бという。）の生命，身体又は財産を危険にさらすことがない

ような安全性を備えていなければならず，このような安全性は，建物として

の基本的な安全性というべきである。そうすると，建物の建築に携わる設計

者，施工者及び工事監理者（以下，併せてА設計・施工者等Бという。）は，建

物の建築に当たり，契約関係にない居住者等に対する関係でも，当該建物に

建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務

を負うと解するのが相当である。そして，設計・施工者等がこの義務を怠っ

たために建築された建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があ

り，それにより居住者等の生命，身体又は財産が侵害された場合には，設

永岩慧子・広島法学 38 巻 2 号 1 頁，大滝哲祐・北海学園大学法学研究 50 巻 2
号 173 頁，円谷峻・民事判例 6号 140 頁，加藤新太郎NBL 1135 号 105 頁な
ど。なお，この第 2次差戻審判決に対し，Yらが上告・上告受理申立てをし
たが，上告不受理・上告棄却決定がされている（最決平成 25 年 1 月 29 日。加
藤・前掲注（1）NBL 1135 号 105 頁の指摘による）。
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計・施工者等は，不法行為の成立を主張する者が上記瑕疵の存在を知りなが

らこれを前提として当該建物を買い受けていたなど特段の事情がない限り，

これによって生じた損害について不法行為による損害賠償責任を負うという

べきである。居住者等が当該建物の建築主からその譲渡を受けた者であって

も異なるところはない。Б

　(2)　その上で，第 1次上告審判決及びその後の一連の判決により明らか

にされたことは，以下のように整理することができる。

　①建物としての基本的安全性を損なう瑕疵がある場合には，他の要件を充

足する限り，設計・施工者等に強度の違法性がある場合に限られず，不

法行為責任の成立が認められる。

　②建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵とは，居住者等の生命，身体

または財産を危険にさらすような瑕疵をいい，現実的な危険をもたらし

ている場合に限らず，また，現実に被害が発生していることを要せず，

当該瑕疵の性質に鑑み，これを放置するといずれは居住者等の生命，身

体または財産に対する危険が現実化することになる場合も含まれる。

　③建物としての基本的安全性を損なう瑕疵は，建物の基礎や構造く体の瑕

疵に限られず，例えば，建物の設備（バルコニーの手すりがその一例）の

瑕疵も，これに含まれる。また，瑕疵を放置することにより，外壁剥落

による通行人の負傷，開口部・ベランダ・階段等の瑕疵による建物利用

者の人身被害，漏水・有害物質の発生等による建物利用者の健康被害の

危険がある場合も，こうした瑕疵に当たる。

　④居住者等の財産に対し被害を及ぼすような瑕疵も，建物の基本的な安全

性を損なうものとなり得る。例えば，雨漏りにより居室内の建具にシミ

ができるような場合は，これに含まれる。他方において，建物の美観や

居住者の居住環境の快適さを損なうにとどまる瑕疵は，これに該当しな
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い。

　⑤本件事案の請求は，不法行為を理由とするものあるから，瑕疵のほか，

これを生じるに至った設計・施工者等の故意過失についても立証が必要

であり，過失については，損害の原因である瑕疵を回避するための具体

的注意義務及びこれを怠ったことについて立証がされる必要がある。

　⑥不法行為の成立を主張する居住者等には，当該建物の建築主からその譲

渡を受けた者も含まれるが，その者が瑕疵の存在を知りながらこれを前

提として当該建物を買い受けたなど特段の事情がある場合には，損害賠

償を請求することができない。

　ここに一連の判決を整理したうち，①は，第 1次上告審判決の前の福岡高

判平成 16 年 12 月 16 日が，設計・施工者等の不法行為の成立を認めるため

には，単に建物に瑕疵があるだけでなく，Аその違法性が強度である場

合Б(5)であることを要すると判示していたものを否定する趣旨である。

　また，②は，第 2次上告審判決が明らかにしたものである。これは，第 1

次差戻審判決が，建物の瑕疵により居住者等の生命，身体または財産に対す

るА現実的な危険性Бが生じていたことを必要とすると判示したものを否定

する趣旨である。このこととの関連において，第 1次上告審判決は，建物の

基本的な安全性を損なう瑕疵があることにより，居住者等の生命，身体また

は財産がА侵害された場合Бに，設計・施工者等が不法行為責任を負うと述

べていたために，不法行為が成立する前提として，現実の被害発生が必要と

されるかが問題とされていた。第 2次上告審判決は，現実の被害発生を必要

(5) この福岡高裁判決は，А違法性が強度である場合Бの例として，請負人が注文
者等の権利を積極的に侵害する意図で瑕疵ある目的物を製作した場合，瑕疵の
内容が反社会性あるいは反倫理性を帯びる場合，瑕疵の程度・内容が重大で，
目的物の存在自体が社会的に危険な状態である場合，を挙げていた。
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とせず，設計・施工者等の義務は，居住者等の生命，身体または財産にА拡

大損害が生ずることがないような安全性を備える義務Бであることを明らか

にしたものである。したがって，ここで賠償の対象とされる損害には，瑕疵

修補相当額も含まれる(6)。

　なお，⑥は，第 1次上告審判決の説示であるが，第 2次上告審判決がその

趣旨をさらに明らかにしている。すなわち，第 2次上告審判決は，建物の所

有者が当該建物を第三者に売却するなどしてその所有権を失った場合であっ

ても，その際，А修補費用相当額の補填を受けたなど特段の事情がない限り，

一旦取得した損害賠償請求権を当然に失うものではないБと述べる。したが

って，建築主が当該建物を売却した場合において，┰瑕疵がないものとして

売却されたときは，建築主は，建物に瑕疵がないことを前提とした代金を得

るのだから損害は生じておらず，買主が損害賠償請求権を取得し，щ瑕疵が

あるものとして売却されたときは，建築主は，瑕疵による減価を前提とした

代金しか得ることができないので，建物の売却後も損害賠償請求権を失わな

い一方，買主には損害がないので賠償請求権を認める必要はない，というこ

とである(7)。

　(3)　建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵により，生命，身体また

は財産を侵害された居住者等に対して，当該建物の設計・施工者等が不法行

為に基づく損害賠償責任を負う場合の法的枠組みは，以上の諸判決により概

ね明らかになった。これを受けて，第 2次差戻審判決が事案に即してどのよ

うな具体的な判断をしたかが，次に問題となる。

(6) 第 2 次上告審判決掲載誌の匿名コメント（判例タイムズ 1357 号 83 頁）を参
照。なお，第 1次上告審判決に関する担当調査官解説も，А少なくとも建物の
修補費用相当額の損害が生じたものと評価することができるБことを認めてい
た（高橋・前掲注（1）最高裁判所判例解説民事篇平成 17 年度 515 頁）。

(7) 第 2 次上告審判決掲載誌の匿名コメント（判例タイムズ 1357 号 84 頁）を参
照。
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　同判決は，①不法行為の成否については，建物のА基本的な安全性の有無

について実質的に検討するБべきであり，②Xらは，Yらの故意過失を立

証する必要があり，かつ，過失についてはYらの具体的注意義務を特定し，

その懈怠があったことの立証を要するとした上で，Xらの主張について具

体的に検討している。

　Xらが，本件建物に瑕疵があるとしてYらの損害賠償責任を主張するの

は，第 2次差戻審において新たに主張されたものを含めて，┰ひび割れ（コ

ンクリートの品質を問題とした上で 7件の瑕疵を主張），щ屋上の塔屋ひさしの鉄

筋露出，┱鉄筋の耐力低下，┲床スラブ（天井スラブ）の構造上の瑕疵，┳

配管スリーブの梁貫通による耐力不足，⑫設備関係の瑕疵 17 件，である。

これに対する第 2次差戻審判決の判断は，以下のとおりである。

　　┰ひび割れ　　コンクリートの品質には問題がないとした上で，個々の

ひび割れ 7件のうち，1件（2部屋の床スラブのひび割れ）について，必要な構

造耐力が確保されておらず，建物としての基本的な安全性を欠いているもの

であって，かつ，その原因は，Y2の施工上の過失及びY1の監理上の過失

にあることを肯定した。しかし，その他の主張については，そもそも瑕疵に

該当しないこと，または瑕疵に該当するとしても建物としての基本的な安全

性を損なうとはいえないこと，Yらの故意過失によるものとの立証がなく，

ひび割れがYらの不法行為により生じたものと認められないこと，などを

理由として，Yらの不法行為を否定している。

　　щ屋上の塔屋ひさしの鉄筋露出　　鉄筋が腐食してコンクリート部分が

剥落したことを認めつつ，当該場所は，ふだん人の出入りが予定されていな

い場所であり，剥落の範囲も限定されていることから，建物としての基本的

な安全性を損なう瑕疵に該当するものとは認められないとした。

　　┱鉄筋の耐力低下　　本件建物において鉄筋の耐力の低下箇所があるこ

とを認めつつ，Yらの故意過失の立証がないとして，その不法行為の成立
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を否定した。

　　┲床スラブ（天井スラブ）の構造上の瑕疵　　Xらの主張のうち，構造

計算上必要とされる設計がされていない箇所があることについて，それは

Y1の注意義務の懈怠に基づくことを認め，Y1に対する請求についてのみ

理由があるものとした。

　　┳配管スリーブの梁貫通による耐力不足　　当該梁に存在する構造耐力

の低下という瑕疵は，Y1が，必要な構造耐力を確保するため構造計算によ

り適切な構造設計がなされているかを確認すべき注意義務を怠ったことによ

るものであると認めた。他方において，Y2については，設計図書の記載か

ら瑕疵に気付くことが可能であったとは認められず，故意過失があったとは

いえないとした。

　　⑫設備関係の瑕疵 17 件　　以下の 4件についてА建物としての基本的

な安全性を損なう瑕疵Бがあり，かつ，Y1及びY2の両者に過失があるこ

とを認めた。すなわち，①各階室のうち 13 室のバルコニー手すり柱脚部に

ひび割れ等があり，その一部に鉄筋の腐食による爆裂がみられ，コンクリー

トの破壊が進んでいること，② 2階事務所床の角部に鉄筋が露出し，露出部

に錆が生じていること，③建物住戸内の排水管の継手部分に亀裂・漏水・接

続部の隙間が生じていること，④風雨の吹き込む外廊下に防雨対策のない一

般型自動火災報知総合盤が設置され，これに錆が発生していること，であ

る。しかし，これ以外の 13 件については，Yらの不法行為を否定してお

り，その理由は，そもそも瑕疵があるといえるか疑問であるもの 1件，瑕疵

は存在するがА建物としての基本的な安全性を損なうБとはいえないもの 7

件，Yらに故意過失があるとは認められないもの，または被告らの行為と

の因果関係が不明なもの 4件である（このほか，瑕疵に当たるとまではいい難い

か，被告らの行為との因果関係ないしは故意過失によるとは認められないとされたも

のが 1件ある）。
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3　検討課題

　第 1次上告審判決及び第 2次上告審判決で判断枠組みは示されたものの，

第 2次差戻審判決を一瞥すると，今後の類似事案を解決するための検討課題

は，さらに残されているように思われる。

　今後の事案の集積が待たれるのは，第 1に，瑕疵がА建物としての基本的

な安全性を損なうБか否かの判断であろう。しかし，第 2次差戻審判決にお

いては，その前提として，そもそもА瑕疵Бの有無が多く問われていること

が分かる。また，同じく第 2次差戻審判決においては，損害賠償の根拠が不

法行為とされる以上，設計・施工者等の故意過失及び義務懈怠と結果との因

果関係の判断にも難しさがあることが読み取れる（さらに，第 2次差戻審判決

では直接の問題となっていないが，設計・施工者等が居住者等に対して不法行為によ

る損害賠償責任を負わないА特段の事情Бがある場合とはどのような場合か，その具

体的場面が問われることがあると推測される）。

　以下では，①А瑕疵Бの有無に関する判断，②А建物としての基本的な安

全性を損なうБことの判断（設計・施工者等の故意過失・因果関係判断を含む）

について，順次，若干の検討を試みる。

Ⅲ　若干の検討

1　┴瑕疵Бの有無に関する判断

　この小稿で検討の対象とした第 1次上告審判決以降の一連の判決において

は，А瑕疵Бの定義や瑕疵の有無を判断する基準については，明示の言及は

ない。

　しかし，民法 634 条に定めるА瑕疵Бの意義及びその判断要素について

は，裁判実務及び学説において，ほぼ一致した見解が形成されてきたと見る

ことができる。
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　すなわち，同条にいうА瑕疵Бとは，完成された仕事が契約で定めた内容

どおりでなく，Ё使用価値もしくは交換価値を減少させる欠点があるか，ま

たは当事者が予め定めた性質を欠くなどЁ不完全な点を有することであ

る(8)。そして，裁判実務においては，その具体的な判断要素として，①契約

内容・約定との不一致（標準的な性質を上回る合意がある場合には，標準的な性質

を備えていてもА瑕疵Бと評価される一方，軽微な不一致がすべて瑕疵と評価される

わけではない），②設計・確認図書（ただし，設計図どおりに施工されることは必

ずしも一般的でなく，工事現場の状況に応じて内容が変更されることがあり得る），

③各種行政法規の基準（法が最低基準を定めている場合には，その不遵守は原則と

して瑕疵と評価される），④工事代金額（合意内容を解釈する重要な指針となる），

⑤工事目的物の用途（明確な合意が認められれば，当該使用に耐えられない事実に

より瑕疵が認められる），⑥社会通念，などが挙げられる(9)。

　ただし，具体的な事案に即してみた場合には，上記の諸要素のうちどれを

重視するべきかの判断に困難を来すことが少なくないものと予測される。ま

た，建物は，経年劣化や現実の使用による不具合を伴うことも，判断を難し

くする要因となる。第 2次差戻審判決においても，瑕疵の有無，設計・施工

者等の過失，そして因果関係が交錯して問われる場面が多く見られた。

　今後の裁判実務との関係を持つと思われる 1つの要素は，いわゆるА民法

（債権関係）改正Б（平成 29 年法律 44 号）により，請負人の担保責任の規定が

改められたことである。すなわち，改正後の民法は，А請負人が種類又は品

質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したと

きБ及びАその引渡しを要しない場合にあっては，仕事が終了した時に仕事

の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときБに，А請負

(8) 我妻栄㈶債権各論 中Ⅱ㈵（岩波書店，1962 年）631 頁。末川博㈶債権各論第二
部㈵（岩波書店，1941 年）279 頁なども同旨。

(9) 山本豊編集㈶新注釈民法（14）㈵（有斐閣，2018 年）164 頁〔笠井修〕。
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人の担保責任Бが生じることを定め（改正後の 636 条を参照），担保責任の内

容については，559 条により売買の規定が準用される。したがって，従来の

А瑕疵Бは，А契約不適合Б（562 条以下を参照）の問題として検討されること

になる。その結果が従来と大きく異なることになるとは思われないが，抽象

的にいうならば，上記①から⑥までの考慮要素のうちどれが重視され，また

は決定的意味を持つかをアドホックに判断するというよりも，②から⑥まで

を考慮に入れながら，最終的には①の合理的解釈に収斂する，という方向が

あり得るであろう(10)。

2　┴建物としての基本的な安全性を損なうБこと

　第 1次上告審判決及び第 2次上告審判決の説示を通じて，このことの意義

及び具体例は，相当に明確化された（Ⅱ2（2）②③④を参照）。

　すなわち，А建物としての基本的な安全性を損なうБ瑕疵か否かは，居住

者等に対する設計・施工者の不法行為責任を基礎づけるものとして，居住者

等の生命，身体または財産を危険にさらすものかどうか，そして，当該瑕疵

の性質に鑑み，これを放置するといずれは居住者等の生命，身体または財産

に対する危険が現実化するものかどうか，という観点から，客観的に判断さ

れるべきものであり，設計・施工者等の違法性の程度に左右されるものでは

なく，また，建築基準法その他の関連法規が定める規制及び基準の内容から

直接に導かれるものではない。

　どのような瑕疵がА建物としての基本的な安全性を損なうБと評価される

かは，今後の事例の蓄積により明確化されていくことになる。しかし，この

(10) 山本豊編集・前掲書・注（9）167 頁〔笠井〕は，従来の多元的なА瑕疵Бの
評価は，А改正後民法における契約不適合の評価に受け継がれるべきものと思
われるБとする。また，平野裕之㈶債権各論Ⅰ㈵（日本評論社，2018 年）348
頁は，А不適合かどうかは，どのような仕事の内容が合意されていたか，とい
う契約解釈により判断されることになるБと説く。
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場面でも，瑕疵がА建物としての基本的な安全性を損なうБにまで至った理

由が，建物の経年劣化や現実の使用に伴うものであって，設計・施工者の故

意過失によるのか，また，故意過失と結果との因果関係があるといえるのか

について，判断が難しい場面が生じると考えられる。

　第 2次差戻審判決においても，瑕疵はあってもА建物としての基本的な安

全性を損なうБとはいえない旨が比較的容易に認定されたものもあるが，

А建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵Бが存在するとしても，それが

設計・施工者等の故意過失により生じたのか，また，故意過失との因果関係

があるといえるのかが不明であると判示されたものが少なくない。

Ⅳ　むすびに代えて

　この小稿において俎上に載せた 2件の最高裁判決によれば，建物を建設す

る設計・施工者等は，注文者との間における注意義務と，こうした建設工事

関係には立たない居住者等との関係における不法行為上の注意義務という 2

つの義務を負う。すなわち，前者は，施工者と注文者間における請負契約を

中核として，適切な設計が行われ，施工の過程において適切な監理がされた

上で建物を建設して引き渡す義務であり（注文者と設計者及び注文者と監理者間

の法律関係は，多様である），後者は，当該建物が建物としての基本的な安全

性を欠き，そのことにより契約関係にない居住者等の生命，身体，財産等を

侵害することのないように配慮すべき注意義務である。

　設計・施工者等が居住者等に対して負う不法行為責任の根拠，そのための

要件等は，判例法理を通じてかなりの程度まで明らかにされ，今後の同種事

案を解決するに当たっての指針が示されたものと評価することができる。

　一方，残された検討課題も指摘することができる。

　1つは，今後の裁判実務におけるА建物としての基本的な安全性を損なう

瑕疵Бの判断である。第 2次差戻審判決でも見られたとおり，А瑕疵Б及び
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А基本的な安全性を損なうБことの認定に当たっては，建物の経年劣化や使

用の継続を原因とする瑕疵の発生及び拡大があり得るゆえに，設計・施工者

の故意過失及びそれとА基本的な安全性を損なう瑕疵Бの発生という結果と

の間の因果関係の判断には，困難を来す可能性があろう(11)。

　また，А民法（債権関係）改正Бにより，請負人の担保責任規定からА瑕

疵Бの概念が消え，А契約不適合Бが責任の基準となることの影響にも注意

が必要である。居住者等に対する不法行為の成否を判断するに当たって，建

物としての基本的な安全性を損なうА瑕疵Бの概念が維持されるとすれば，

注文者との間における契約上の義務と，居住者等との関係における不法行為

上の注意義務との関係に意を用いる必要が生じる(12)。

　こうした意味において，この小稿で取り上げた諸判決は，今後も理論的・

実務的検討の素材として注目に値するものと考えられる。

(11) 第 2 次差戻審判決後に現れた裁判例の分析・検討を行うものとして，永岩慧子
А建築設計者，施行者，監理者の法的責任（1）（2・完）Б広島法学 39 巻 2 号
197 頁・4号 95 頁（2015┡2016 年）がある。

(12) 現行民法においては，請負人の担保責任は無過失の不完全履行責任であると解
するのが通説であるが，А民法（債権関係）改正Б後は，契約の趣旨及び取引
上の社会通念に照らして契約適合性を判断することになる。したがって，施工
者が注文者との関係で請負契約上の責任を負う根拠がА契約不適合Б性である
一方，居住者等に対する設計・施工者等の不法行為責任を基礎付けるのは，
А故意・過失Б及びА瑕疵Б概念であるという差異が生じることになる。
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